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２０２６年２月１３日 

 

吸収分割に係る事前開示書面 

（分割会社／会社法７８２条１項及び会社法施行規則１８３条に基づく事前備置書面） 

（承継会社／会社法７９４条１項及び会社法施行規則１９２条に基づく事前備置書面） 

 

 

（分割会社）東京都港区港南２丁目１８番１号  

  ポリプラスチックス株式会社    

代表取締役社長 宮本 仰     

 

（承継会社）大阪市北区大深町３番１号     

株式会社ダイセル         

代表取締役社長 榊 康裕     

 

 ポリプラスチックス株式会社（以下「ポリプラ」といいます。）及び株式会社ダイセル（以

下「ダイセル」といい、ポリプラと合わせて「両社」といいます。）は、２０２６年１月１

５日、各々の機関決定を経て、ポリプラを分割会社、ダイセルを承継会社とする吸収分割

契約を締結し、２０２６年４月１日を効力発生日とし、ダイセルがポリプラの全事業（た

だし、ポリプラが保有する子会社及び関連会社の株式に関する保有及び管理事業を除きま

す。）に関して有する権利義務を吸収分割により承継すること（以下「本件吸収分割」とい

います。）を決定いたしました。 

よって、会社法７８２条１項、７９４条１項等の法令の定めに従い、後記のとおり本件

吸収分割に係る事前開示をいたします。 

なお、本件吸収分割は、承継会社であるダイセルにおいては、会社法７９６条２項に規

定する簡易分割、分割会社であるポリプラにおいては、会社法７８４条１項に規定する略

式分割となるため、いずれも株主総会の承認を得ずに行うものであります。 

 

記 

 

１ 吸収分割契約の内容 

別紙１「吸収分割契約書」のとおりです。 

 

２ 分割対価の相当性に関する事項 

（１）対価の総数に関する事項 
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本件吸収分割は、グループ内組織再編であること等を踏まえ、ダイセルはポリプラに

対し、株式、金銭その他の財産を交付しません。承継会社は分割会社の発行済株式の全

部を有していることから、相当であると判断しております。 

（２）資本金及び準備金の額に関する事項 

本件吸収分割において株式の交付を行わないため、本件吸収分割によりダイセルの資

本金及び準備金の額は変更しません。 

 

３ 吸収分割に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４ 分割会社（ポリプラ）に関する事項 

（１）最終事業年度に係る計算書類等の内容 

最終事業年度に係る計算書類等については、ポリプラの下記 Web サイトよりご覧い

ただけます。 

https://www.polyplastics-global.com/jp/ 

（２）最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等があるときは、当該

臨時計算書類等の内容 

該当事項はありません。 

（３）最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響を与える事象 

該当すべき事象はありません。 

 

５ 承継会社（ダイセル）に関する事項 

（１）最終事業年度に係る計算書類等の内容 

ダイセルは、有価証券報告書及び四半期報告書を関東財務局に提出しております。最

終事業年度に係る計算書類等については、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等

の開示書類に関する電子開示システム（EDINET）」又はダイセルの下記Webサイトよ

りご覧いただけます。 

https://www.daicel.com/ 

（２）最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等があるときは、当該

臨時計算書類等の内容 

該当事項はありません。 

（３）最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響を与える事象 

  該当すべき事象はありません。 

 

６ 効力発生日以後における債務の履行の見込みに関する事項 

https://www.polyplastics-global.com/jp/
https://www.daicel.com/
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 両社のそれぞれの資産及び負債について、本件吸収分割の効力発生日以降における

両社の債務の履行に支障を及ぼす事情の発生及びその可能性は現在のところ認識され

ておらず、本件吸収分割の効力発生日以後においても両社の資産の額は負債の額を十

分に上回ることが見込まれており、両社の収益状況及びキャッシュフロー等に鑑みて

も、両社が負担すべき債務について、履行の見込みに問題ないものと判断しておりま

す。 

以 上  
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